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情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 接続委員会（第１９回）における 

質問事項に対する各社回答（取りまとめ） 

 

分岐単位接続料設定の適否について 

 

 

 

質問１ 分岐単位接続料の設定について第 19 回接続委員会において示された各社の見解に対し、御社の見解・反論をお聞かせ願いたい。→ＮＴ

Ｔ東西、ソフトバンク、イー・アクセス、ケイ・オプティコム、Ｊ：ＣＯＭ、ＫＤＤＩ、関西ブロードバンド（ＤＳＬ事業者協議会） 

 

 

質問２ 現行のシェアドアクセス方式による一芯単位接続料の料金水準及び当該接続料が低廉化傾向にあることを踏まえれば、光配線区画の適正

化を図り、１光配線区画あたりの世帯数を平均的な世帯数（ＮＴＴ東日本：５０世帯、ＮＴＴ西日本：４０世帯）並みに近づけることによ

り、接続事業者は一芯借りによりＦＴＴＨサービスのビジネスで採算を取ることも十分可能ではないかという趣旨の指摘がなされている点

に関して、御社としてどのようにお考えであるかご教示頂きたい。→ＮＴＴ東西、ソフトバンク、イー・アクセス、ケイ・オプティコム、

Ｊ：ＣＯＭ、ＫＤＤＩ、関西ブロードバンド（ＤＳＬ事業者協議会） 

 

質問３ 第 18 回接続委員会において、「接続事業者の希望する接続料水準は、現在のドライカッパ接続料を想定した、現行の加入光ファイバ接

続料約３０００円の半分というものであり、この料金水準であれば、１芯単位接続料であっても、配線ブロックの適正化により１配線ブロ

ック当たりの戸数が６０戸に近づけばビジネスとして成立し得る。また、配線ブロックの適正化が実現されるまでの時間を稼ぐために、他

の手法を組み合わせるという考え方もあり得るのではないか。つまり、価格面で３０００円を１５００円にする方法は何かといった『考え

方の転換』も必要となるのではないか。」という指摘がなされている点に関して、御社としてどのような見解をお持ちであるかご教示頂き

たい。→ＮＴＴ東西、ソフトバンク、イーアクセス、ケイ･オプティコム、Ｊ：ＣＯＭ、ＫＤＤＩ、関西ブロードバンド（ＤＳＬ事業者協

議会） 

 

質問４ 加入光ファイバ接続料に係る分岐単位接続料設定の適否を検討するに当たり、世帯数が過小な光配線区域を適正化することなどによる対

応について、情報通信審議会（「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」諮問）の答申案や情報通信行政・郵政行政審議会で

の分岐単位接続料設定の適否に関する議論の経緯を踏まえた上で、ＮＴＴ東西として現時点においてどのような見解や対応案を有している

かお聞かせ願いたい。また、世帯数が過小な光配線区画を平均的な世帯数を有する光配線区画（ＮＴＴ東日本：５０世帯、ＮＴＴ西日本：

資料２ 

質問事項一覧 

【P２４】

【P１９】

【P４】
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４０世帯）並みに適正化を図る場合、どの程度の費用が必要となるか試算をお示し頂きたい。→ＮＴＴ東西  

 

質問５ 現在アンバンドルされているＮＧＮの中継局接続機能（または一般的な中継ルータ）を用いた上で、加入光ファイバ１芯を共用する場合、

ソースアドレスルーティングによる事業者振り分けやＱｏＳ通信の切り分けは可能でしょうか。また、想定される課題があるとすれば、１

２課題に沿って、解決可能な課題・未解決な課題に関する御社の整理をお示し頂きたい。→ＮＴＴ東西 

 

質問６ ＮＴＴ東西のＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２３）について、「公平制御より優先制御を優先する事業者振り分け機能を新たに開

発」とありますが、そのような機能は市販品として存在しないと理解してよろしいでしょうか。それとも御社の求めるスペックという意味

で存在しないという趣旨でしょうか。→ＮＴＴ東西 

 

質問７ ＮＴＴ東西のＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ３０）について、収容ルータに送信元アドレスを見て事業者に振り分ける機能

がないなら、HGW あるいは ONU において、ゲートウェイルータのアドレスをソースルートオプションとして付けているか、あるいは

HGW/ONU とゲートウェイルータの間にトンネルを張れば容易に実現可能と思われるが御社の見解についてご教示ください。→ＮＴＴ東

西 

 

質問８ ＮＴＴ東西のＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ３１）について、ソースアドレスルーティング機能は「ＩＰルーティングの方

法としてイレギュラーなもの」と説明されていますが、送信元ＩＰアドレスに基づいて送信経路を規定する送信については「ポリシーベー

スルーティング」といった手法も存在するところ、この方法が「イレギュラー」であるという点についてもう少し技術的にご説明願いたい。

→ＮＴＴ東西 

 

質問９ ＮＴＴ東西のファイバシェアリングに関する見解（資料１のＰ３６）について、他事業者のヘビーユーザを理由として公平処理機能の実

装が必要と説明されておりますが、自社ユーザのベストエフォートサービスで実際にヘビーユーザがどの程度存在するのでしょうか。→Ｎ

ＴＴ東西 

 

質問１０ 分岐単位接続料設定に関し現在接続事業者から示されている上記の要望についていずれも困難な点があるということであれば、御社と

してどのような代替案が想定されうるかお示し頂きたい。→ＮＴＴ東西 

 

質問１１  ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ１８）について、下りに関しての説明がありませんが、接続事業者から流入する

パケットにどこで VLAN-ID を付すと理解すればよいでしょうか。仮に振り分け装置で付すとした場合、接続事業者Ａ、Ｂ、Ｃといった

複数のネットワークから流入するパケットにユーザ毎に整合的に VLAN-ID をつけることが求められるのであれば、結果として振り分け

【P２９】

【P3０】

【P２８】

【P３０】

【P２８】

【P２７】

【P２７】
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装置で全てのユーザの移動の管理をすることとなり、開発が必要となるのでしょうか。→ソフトバンク 

 

質問１２ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ１８）について、接続事業者から流入するパケットに振り分け装置で VLAN-ID

を付すとすると、接続事業者の QoS サービス用パケットの優先処理について、接続事業者のエッジルータと振り分け装置で連携する必

要があると思われますが、どのように実現することを想定しておられるでしょうか。この点も開発要素ではないかと推察されますが、ご

見解を教示願います。→ソフトバンク 

 

質問１３ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２０）について、「③接続事業者は優先トラヒックを上限値内で送出（上限値を

超えた場合、ポリシング機能により設定帯域量分受信）」とありますところ、振り分け装置に「ポリシング機能」が実装されていると理

解できる。また、「⑥ベストエフォートトラヒックが溢れた場合は、溢れた順に破棄」とありますところ、振り分け装置に「公平処理機

能」が実装されていると理解できる。これらの機能はＰ２２のシスコのスイッチに実装されている機能と考えて良いのでしょうか。実装

されていないとすれば、開発は必要となるのでしょうか（Ｐ７の見積もりでは、振り分け装置は「購入」とあり、開発要素はないように

見えることとの関係で説明してください）。→ソフトバンク 

 

質問１４ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２０）について、「③接続事業者は優先トラヒックを上限値内で送出（上限値を

超えた場合、ポリシング機能により設定帯域量分受信）」とありますところ、振り分け装置は複数の接続事業者から送られる優先パケッ

トを見ながら上限値を超えるかどうか判断することとなると思われるところ、そういった機能を実現するためには接続事業者側のＳＩＰ

サーバなどとの連携が必要となるのではないでしょうか。または、１ユーザのパケットが２００Kbps を超えればその分をポリシングす

るという趣旨でしょうか。→ソフトバンク 

 

質問１５ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２０）について、上記⑭に関して「接続事業者は優先トラヒックを設定以上に流

さない」との前提がおかれていることから、もし仮に接続事業者側のネットワークで制限を課すのであれば、その機能と収容ルータの間

でＮＴＴ・ＳＩＰサーバと収容ルータの間で行われている作業が必要となるのではないでしょうか。→ソフトバンク 

 

質問１６ ソフトバンクのＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ２８）について、ＯＮＵに「③優先トラフィックを上限値内で送出」「⑥

ベストエフォートトラヒックが溢れる場合はＯＮＵで破棄」とありますところ、現在の設備ではＯＮＵ単独で「優先トラフィックの上限

値」やベストエフォートサービスの全体の帯域枠を知ることはできませんが、この点は複数事業者間でのポリシー調整や開発要素がある

という認識でよろしいでしょうか。→ソフトバンク 

 

質問１７ ソフトバンクのＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ２９）について、「③接続事業者は優先トラヒックを上限値内で送出（上

【P３３】

【P３６】

【P３７】

【P３２】

【P３８】

【P３８】
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限値を超えた場合、ポリシング機能により設定帯域量分受信）」とありますところ、収容局ルータに「ポリシング機能」が実装されては

いないと理解している。この点、開発は必要となるのでしょうか（Ｐ７の見積もりでは、振り分け装置は不要とあり、開発要素はないよ

うに見えることとの関係で説明してください）。→ソフトバンク 

 

質問１８ ソフトバンクのＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ２９）について、上記⑰に関して「接続事業者は優先トラヒックを設定以

上に流さない」との前提がおかれていることから、もし仮に接続事業者側のネットワークで制限を課すのであれば、その機能と収容ルー

タの間でＮＴＴ・ＳＩＰサーバと収容ルータの間で行われている作業が必要となるのではないでしょうか。→ソフトバンク 

 

質問１９ 現在行政の場（接続委員会）において（電気通信事業法に基づき）分岐単位接続料設定の適否に関する検討を行っているが、今般、同

時並行的に司法の場において独禁法違反を理由に NTT 東西を提訴した理由を教示願いたい。→ソフトバンク 

 

 

 

 

質問１ 分岐単位接続料の設定について第 19 回接続委員会において示された各社の見解に対し、御社の見解・反論をお聞かせ願いたい。→ＮＴ

Ｔ東西、ソフトバンク、イー・アクセス、ケイ・オプティコム、Ｊ：ＣＯＭ、ＫＤＤＩ、関西ブロードバンド（ＤＳＬ事業者協議会） 

 

ケイ・ 

オプティコム 

■ 弊社は、関西の９割以上の世帯に対し、自ら敷設した光ファイバを用いて、ＦＴＴＨサービスを提供している事業者としての立場

から、妥当性を欠く光ファイバ接続料の設定に繋がる制度の導入には反対いたします。 

 弊社は平成２３年２月２２日に、接続委員会の場で発言をする機会をいただき、その場において、ＯＳＵ共用による分岐単位接続

料制度の問題を２点指摘し、反対の立場を表明いたしました。 

まず１点目の問題としては、接続事業者が一部の設備コストしか負担せず、ＮＴＴ東西殿にコストをつけ回すことが挙げられます。

この問題は、接続事業者とＮＴＴ東西殿だけの間に留まらず、自らリスクを取って設備投資した地域アクセス系事業者・ＣＡＴＶ事

業者など全ての設備事業者が、借りるだけの接続事業者に対して極めて不利な競争を強いられることにあります（図１）。 

 

各社回答 

【P４１】

【P４３】

【P４３】
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２点目の問題として、設備を共用することで、どの事業者にも技術革新に対するインセンティブが働かず、その結果、光アクセス

網の進化が停滞することが挙げられます。光信号の伝送技術は、現在のものが最終形態ではなく、今後の革新によってさらなる高機

能化が期待されます。そのような中、技術革新の阻害に繋がる政策の導入には、設備事業者として断固反対した次第です（図２）。 

図 1．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料４頁より） 
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これらは、ＯＳＵ共用のみならず、それに類似した制度（ＧＣ接続類似機能、ファイバシェアリング、波長重畳接続機能）のいず

れを導入した場合にも同様に発生する、解決し難い大きな問題です。 

以上の理由から、第１９回接続委員会において各社が示した分岐単位接続料設定に繋がるいずれの諸制度案に対しても、弊社は反

対です。 

 現行の一芯単位接続料制度を活用し、ＫＤＤＩ殿は全国で「ａｕひかり」サービスを展開されており、第１８回接続委員会で公表

されたデータによると、同社ＦＴＴＨサービスの加入者数は約２０７万件（２０１１年９月現在）、市場シェアは８．８％（２０１

図 2．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料５頁より） 
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１年６月現在）に達しています。この事例が示すとおり、現状においても、競争環境は正当に機能しており、分岐単位接続料制度に

は全く合理性が無いと弊社は考えております。 

 なお、設備更新が停滞するおそれがある点で弊社は積極的には賛成しかねますが、希望する接続事業者同士でコンソーシアムを組

み、ＯＳＵを共用することでＦＴＴＨ事業に参入することは、現行の制度下でも可能です（図３）。 

 

 

このような取り組みを十分に検討しないまま、安易に制度変更を行い、公平な競争環境を歪めることは、これまで自らリスクを取

って設備投資し、地域のブロードバンド化推進に寄与してきた、地域アクセス系事業者やＣＡＴＶ事業者の努力の否定に繋がるもの

であり、弊社としては到底許容できるものではありません。 

図 3．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料７頁より） 
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コスト負担の点で公平性が高く、競争条件を歪めない点において、弊社は現行の一芯単位の接続料設定制度が最も合理的な制度で

あると考えております。 

J:COM 

■ 当社見解については以下従来の主張と変更ございません。 

本件については十分な検討・評価が必要と考えております。 

特に 

・既に現行の接続料で事業者の創意工夫によりシェアを拡大している事業者があること 

は重要な事項と考えますので「設備競争とサービス競争のバランスの観点から、設備競争への影響等に十分に留意することが適当」

と合わせ、十分考慮いただきたいと考えております。 

イー・アクセ

ス 

■ ＜ＮＴＴ東西殿見解について＞ 

第１９回接続委員会におけるＮＴＴ東西殿の見解においては、ＧＣ接続類似機能の開発・導入費用が委員限りとなっております。

各接続形態における費用が明確にならなければ、接続事業者側からどの形態が実現の可能性が高いか十分な判断が出来ないため、

公表頂くことを要望いたします。 

また、ファイバシェアリングにおいて当社が不要と主張する「事業者振分け機能」や「公平制御機能」について、ＮＴＴ東西殿は

これらが必要と主張されておりますが、ＮＴＴ東西殿と当社主張の平行線を解消するためには、正確な情報に基づいた技術仕様の

詳細検討を実施する必要があると考えます。 

具体的には、以下の点についてＮＴＴ東西殿に確認すべきと考えます。 

●「事業者振り分け機能」の要否について 

以下の観点の順番で実態を把握し、検証することが必要 

○設備構成の把握 

・イーサネット SW の設置有無 

・既存イーサネット SW のポート収容数の空き状況とキャパシティの確認 

   （仮に空きポート数が不足する場合は、その箇所に限り大型のイーサネット SW への置換えが必要と想定されるが、全ての既

存イーサネット SW の置換えは不要と想定） 

○機能の把握 

・イーサネット SW の VLAN 機能搭載有無 

・VLAN 機能を利用した場合の輻輳制御処理が、ＮＴＴユーザのみの場合（ＶＬＡＮ無し）と接続事業者ユーザも混在した場合

（ＶＬＡＮ有り）で、サービス品質の影響を及ぼすかどうかの確認 

 

●「公平制御機能」の必要性について 

従来、ＮＴＴ東西殿は、ヘビーユーザの対応としてＯＳＵ収容換え等の運用対処をしているのであれば、他事業者においても同
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様の運用が可能 

・現行の運用における輻輳の発生有無 

・ＯＳＵの収容設計やその基準、及び現状のＯＳＵの収容回線数や比率 

 

＜ＫＯＰＴ殿見解について＞ 

●ＫＯＰＴ殿の見解（質問２）より抜粋 

「まず1点目の問題としては、接続事業者が一部の設備コストしか負担せず、NTT東西にコストをつけ回すことが挙げられます。」 

本来、将来原価方式は乖離額調整制度が認められていませんが、加入光ファイバはＮＴＴ東西殿たっての要望により特例として

認められており、コスト回収が可能なルールになっております。分岐単位接続料を設定した場合でも、加入光ファイバ 1 芯単位

と同様に、乖離額調整制度等によるコスト回収の手段があること、並びに接続料の設定方法によっても回避が可能になることか

ら、コストのつけ回しが分岐単位接続料の導入反対の要因にはならないと考えます。 

また、主端末回線は既に広範囲に敷設されており、今後、ＩＰ網への移行が進展しても地域 IP 網から NGN 網への巻き取りも予

定されているため、大幅な増設はないものと推察します。従って、分岐単位接続料の導入により、ＩＰ網への移行促進及び収容

効率が上がることで、ＮＴＴ東西殿において全体的なコストの効率化を図ることも可能と考えます。 

ソフトバンク ■ 弊社共の見解・反論については、別添資料にて提示させて頂きます。【以下、ソフトバンク別添資料】 
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弊社共意見

【11月2日付けNTT東西殿資料 P1】

＜回答１＞

• 通信事業者が当初ＮＴＴ１社しかなく、サービスも音声通信しかないＰＳＴＮ
と異なり、ＩＰ網は、最初から多数の事業者が競争下で自ら構築しており、
サービス提供にあたってはネットワークのみならずコンテンツ・アプリケーショ
ンや端末までも垂直的に統合した事業を多様なプレイヤーが展開し、しかも
グローバル化しています。【参考資料１～５】

• こうした中、当社としても、異業種・他業界の皆様との協業を通じて、多彩な
ブロードバンドサービスを、より多くのお客様に低廉で安心・便利にご利用い
ただけることを目指し、ＮＧＮを構築しました。その際、サービス開始に先立っ
てフィールドトライアルを実施する等、接続事業者の要望も踏まえ、自主的に
オープン化の推進にも取り組んできたところです。

• このように当社としては、他事業者との競争下において、自主的に「オープ
ン＆コラボレーション」に取り組むことによってビジネスベースで新しいサービ
スや価値を創造していくことを目指してＮＧＮを構築してきたところであり、
当社のＮＧＮが指定電気通信設備とされ、アンバンドル義務が課されること
になったのは、ＮＧＮ構築後のサービス提供開始以降のことです。【参考資
料６】

• ＰＳＴＮ時代の考え方を踏襲し、ＮＧＮを指定電気通信設備と整理すること
自体、市場・競争の実態を適確に反映したものではないと考えますが、当社
は、義務化されたアンバンドル機能について接続料を設定するとともに、ご
指摘のＩＰｖ６ネイティブ接続機能もその後の接続事業者の要望に応じ新た
に機能を開発・提供するなど、適時適切に対応してきています。

• このように、ＮＧＮは設備構築後に指定電気通信設備とされ、また、指定さ
れた後、当社は適時適切に対応してきたことから、当社ＮＧＮについて、事
前に全ての要望に応えていないことをもって「設計不具合」ということにはな
らないと考えます。

• 指定電気通信設備として事後的に新たな機能の提供を義務付けるのであ
れば、当該機能の提供に係るコストは当該機能を利用する事業者にご負担
いただきたいと考えます。

NTT東西殿主張

• NGNは、ボトルネック性を有するアクセス回線と一体として、設置される設
備であることから、引き続き指定電気通信設備として位置付けられるべき
ものと考えます。

• 分岐単位接続料設定議論は、指定電気通信設備であるNGNのアンバンド
ルに係る問題でもあります。本件議論は、そのアンバンドル3要件のうち、
「具体的な要望があること」、「技術的に実現可能であること」の2点につい
ては既に解決済みであり、残された論点は「過度な経済的負担がないこと
に留意」という点であることから、より低廉な実現方法を検討することに議
論の焦点は絞られるべきと考えます。

• それにも係らず、弊社共から提案している経済的負担を軽減するための実
現方法や、 NGNの設備更改のタイミングでの機能具備といった経済的負
担を軽減する提案について、NTT東西殿に前向きな検討の姿勢が見られ
ないことは残念です。

• そもそもNGNの指定電気通信設備化についてはサービス開始前から議論
がなされ、 PSTNでの競争政策議論を活かしたネットワーク構築が当初か
ら可能であったにも係らず、NTT東西殿が、自らのNGNは指定電気通信設
備の対象外という考え方に基づき閉鎖的なネットワーク構築を推し進めた
ことで、PSTN同様の労力を要する独占ネットワークの開放議論を再び繰り
返すことになってしまっている状況です。

• このような実態を踏まえれば、PSTNと同等の接続機能やメニューを予め具
備していないことは、NGNの「設計の不具合」という捉え方も可能であり、
アンバンドルメニューの実現に係る費用については、接続事業者が負担の
みを前提とした議論ではなく、こうした背景等も踏まえた費用負担の在り
方について議論がなされるべきと考えます。

弊社共意見NTT東西殿主張
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弊社共意見

【11月2日付けNTT東西殿資料 P2】

＜回答１＞

２．ＩＰ機器の更改タイミングにあわせて新たな機能を導入することについて

• ＯＳＵ共用については、

–ＮＴＴのコアネットワークを共用することになるため、サービス提供事業
者に均一のサービスの提供を義務付けることになり､サービス進化､
発展を妨げ､サービス競争を阻害することになること

–新サービスの提供や品質向上のために、サービスの提供方式の変更
を計画した場合、ＯＳＵを共用する事業者間の調整と合意が必要と
なり、機動的なサービス提供や運用対処に障害がでること

–故障が発生した場合に、共用する事業者間での故障切分け、原因特
定、復旧措置等の連携が必要となり、故障復旧に時間を要する等、
サービスレベルが低下すること

といった、極めて重大な問題があるため、ＮＧＮのネットワーク機器の更改の
タイミングにおいてであっても、これを導入する考えはありません。

• なお、ＯＳＵ共用を実現するためには、

①公平制御より優先制御を優先する事業者振り分け機能を新たに開
発・導入し、

②そのうえで、当社／他社双方のトラヒックを管理（帯域管理、受付制
御）する共通の制御機能やオペレーション機能を新たに開発・導入す
る

等、当社のＮＧＮや他社網の下部に別の制御用ネットワークを新たに開発・
構築する必要があるため、ＯＳＵ共用は、既存のＮＧＮのネットワーク機器を
更改すれば実現できるというものではありません。

NTT東西殿主張

• 『サービス競争』とは、『「光の道」構想実現に向けて取りまとめ（平成22年
12月14日）』における定義にあるとおり 「他事業者から設備を借りてサービ
スを提供する事業者間の競争」であり、OSU共用、GC類似接続機能、ファイ
バシェアリング（以下、「OSU共用等」という。）はまさに、サービス競争を促進
させるものです。

• また、運用対処や故障対応等については、弊社共から提案しているように、
NTT東西殿の現在の運用に則り対応することに接続事業者が合意すること
で解決が可能な課題であり、英国のBTが既にOSUを共用した接続メニュー
を提供していることからも、OSU共用等に係る「極めて重大な課題」というも
のは存在しないものと考えます。

• NTT東西殿においては、NGNが指定電気通信設備であり、またOSU共用等
について「具体的な要望」、「技術的に実現可能」であることを踏まえ、いか
に経済的負担を軽減化した上で実現するかということについて、前向きに
検討して頂きたいと考えます。

• 具体的には、NTT東西殿の提案内容が、新たな共用帯域制御サーバの設置
と制御用ネットワークの構築を前提とした膨大な開発費を要するものである
のに対し、弊社共からは（新たな帯域制御のネットワークを構築することな
く）既存設備の設定変更等（静的な帯域確保）によりOSU共用を実現する方
法を提案していますので、この提案内容について、実現に向けた前向きな検
討を進めて頂きたいと考えます。

• なお、実現に向けた議論を加速させる為にも、NTT東西殿で実際に採用し
ている機器の機種・メーカ・型番・具備している機能・ファームのバージョン等
の情報を開示をして頂きたいと考えます。
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弊社共意見

【11月2日付けNTT東西殿資料 P3】

＜回答１＞

（２） ＧＣ類似接続機能

• ＧＣ類似接続機能については、

–ＯＳＵ共用と同様に、- ＮＴＴのコアネットワークを共用することにな
るため、サービス提供事業者に均一のサービスの提供を義務付ける
ことになり､サービス進化､発展を妨げ､サービス競争を阻害すること
になること

– 新サービスの提供や品質向上のために、サービスの提供方式の変
更を計画した場合、ＯＳＵを共用する事業者間の調整と合意が必要
となり、機動的なサービス提供や運用対処に障害がでること

–故障が発生した場合に、共用する事業者間での故障切分け、原因
特定、復旧措置等の連携が必要となり、故障復旧に時間を要する
等、サービスレベルが低下すること

といった、極めて重大な問題があるため、ＮＧＮのネットワーク機器の更改
のタイミングにおいてであっても、本機能を導入する考えはありません。

• なお、ＧＣ類似接続機能を実現するためには、

①送信元アドレスを見て事業者に振り分ける事業者振り分け機能を
新たに開発・導入し、

②収容ルータの上部に他事業者との接続用の帯域制御機能付きの
ゲートウェイ機能の開発・導入

③設備管理、オーダ流通、保守監視等のオペレーション機能の開発・
導入

等が必要となるため、既存のＮＧＮのネットワーク機器を更改すれば実現で
きるというものではありません。

NTT東西殿主張

• GC類似接続機能については、前回弊社共から提案しているとおり、既存収
容ルータの振り分け機能を利用することで、相対的に低廉なコスト、短期間で
実現できる可能性が高いと想定してるため、優先的に議論を進めるべきと考
えます。

• 弊社共から、新たな帯域制御のネットワークを構築することなく、設定変更
（静的な帯域確保）により、実現する方法をL2接続、L3接続それぞれ提案し
ていますので、本件について、実現に向けた前向きな検討を進めて頂きたい
と考えます。

• また、NTT東西殿が提案する収容ルータ上位のゲートウエイルータの設置に
ついては、必ずしも設置の必要性はないものと考えられ、既存ルータ等を活
用した接続の実現について検討すべきと考えます。

• なお、本件についても実現に向けた議論を加速させるためにも、NTT東西殿
で実際に採用している機器の機種・メーカ・型番・具備している機能・ファーム
のバージョン等について開示をして頂きたいと考えます。
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弊社共意見

【11月2日付けNTT東西殿資料 P7】

＜回答２，５＞

１．ＯＳＵ共用、ＧＣ類似接続機能、ファイバシェアリン
グ

•ＯＳＵ共用、ＧＣ類似接続機能およびファイバシェアリ
ングについては、前述のとおり多くの問題があり、当
社としては実施する考えはありません。

•そもそも、固定系ブロードバンド市場（光・ＣＡＴＶ）の
都道府県別サービスシェアでは４７都道府県中８府
県で５０％を下回っており、また、宮城・石川や滋賀・
奈良といったエリアでは、ＮＴＴ東西の光サービスの純
増シェアも低下していることから、事業者との競争は
一層進展しており、既に競争環境は整っていることか
ら、ユーザ単位の新たな接続機能を導入する必要は
ないと考えます。【参考資料１４～１６】

NTT東西殿主張

•競争環境については、FTTH市場におけるNTT東西殿
の市場シェアが74.5％（※）と独占化傾向に拍車がか
かっており、公正競争が進展していないことは明らか
です。

•利用者利便の更なる向上のためには、消費者が多数
の事業者のサービスを選択可能な状況を創出すべき
であり、そのためには、公正競争環境の整備が不可欠
です。

•具体的には、OSU共用等のユーザ単位の新たな接続
メニューを早期に導入し、サービス競争を促進する必
要があります。

•OSU共用等については、前述の通り、これまでの議論
や諸外国の状況等をみても明らかなように、「極めて
重大な課題」は存在しないため、実現に向けた前向き
な検討を進めて頂きたいと考えます。

※総務省報道資料「電気通信サービスの契約数及びシェ
アに関する第1四半期データ（2011年6月）
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弊社共意見

【11月2日付けNTT東西殿資料 P8】

＜回答３＞

•ＯＳＵ共用の議論の中で整理された１２の課題につ
いて、ＧＣ類似接続機能、ファイバシェアリング、波長
重畳接続機能としての課題の有無に関する当社の
考えは別紙のとおりです。

NTT東西殿主張

•11月2日付けNTT東西殿の回答は、弊社共の新たな
提案を踏まえた回答になっていないと考えられるため、
「帯域制御サーバによる連携しない」、「運用面はNTT
東西殿に合わせる」、「IP網で一般的に利用されている
機能を活用して実現する」等の弊社共提案を踏まえ、
12の課題について解決可能であることを改めて確認し
て頂きたいと考えます。

•なお、NTT東西殿やケイ・オプティコム殿等の設備保有
事業者が懸念を示している設備競争面の課題につい
ては、前回資料でも提示しましたとおり、「OSU共用
/GC接続類似機能等は、収容効率を現状よりも高める
ものであること」、「接続事業者も応分のコスト負担を行
うことから、設備構築事業者の設備構築意欲や新規
投資意欲等を向上するものであること」から、設備競争
に影響を及ぼすとの懸念はあたらないものと考えます。

•また、英国BTのVULA等の事例にもあるとおり、諸外国
ではOSU共用による１ユーザ単位のアンバンドルメ
ニューの実例が登場していることからも明らかなように、
これら12の課題についてはいずれも解決可能なもので
あると捉えるべきと考えます(運用面の整理等において
は、こうした諸外国の事例を参考にするというアプロー
チも考えられます)。
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【11月2日付けNTT東西殿資料 P9】

＜回答４、７＞
• 東西合計で、事業者振り分け装置の開発・導入費用だけでも約３､０００億円以上、

オペレーションシステムの開発に数百億円、それに加え共用帯域制御サーバの開発
や各装置間の伝送路の構築に係る費用を合わせると、約４､０００億円程度の費用
がかかるものと想定されます。

• 開発期間については、接続事業者との仕様あわせが必要となりますが、この仕様確
定後、検証期間も含めると少なくとも２～３年程度必要となります。

• なお、導入期間については、収容局ごとに装置を順次設置していくこととなりますが、
当社として、接続事業者がどのエリアに展開するのかわからないことから、その導入
にどの程度の期間を要するか分かりかねますが、接続事業者から設備の設置申込み
があってから、物品の調達、装置の設置、データ設置、試験工程も含めると、１台導
入するのに６ヶ月程度の期間は必要となります。

１．ＯＳＵ共用
• 振り分け装置の開発・導入 ３,０００億円～ ３,４００億円

（装置価格２,０００万円／台×１．５万台～１．７万台）
• 共用帯域制御サーバの開発・導入 数百億円

（サーバ構築費、ＳＩＰ間連携開発費）
• オペレーションシステムの開発・導入 数百億円

（設備管理、回線受付、振り分け先設定等の開発費）
• 各装置間の伝送路の構築数十億円

• 計（東西） 約４，０００億円程度 ※取付け費は別途必要

２．ＧＣ類似接続機能
• ＧＣ類似接続機能を実現するための振分け機能付の収容ルータの開発・導入につい

ては、当社の収容ルータにない機能追加（ソースアドレスルーティング）が必要となりま
す。
ソースアドレスルーティング機能付の収容ルータは、市販品としては存在しない装置
であるため、正確な装置価格は分からないものの、少なくとも既存の収容ルータの物
品単価以上になるとともに、ソースアドレスルーティングを行うことにより、当該ルータ
の処理能力が低下し、装置台数が増加する可能性があることから、既存の収容ルー
タの物品価額●●●以上の費用がかかることになります。
また、接続事業者との間のゲートウェイルータの開発・導入に●●●の費用がかかる
ことになります。
したがって、ルータに係る開発・導入費だけでも約１,０００億円以上の膨大な費用と
なることが想定されます。

• 開発期間については、ＯＳＵ共用と同様、仕様確定後、検証期間も含めると少なくと
も２～３年程度必要となります。

• 導入期間についても、ＯＳＵ共用と同様、１台導入するのに６ヶ月程度の期間が必
要となります。

NTT東西殿主張 弊社共意見

• 11月2日付けNTT東西殿の回答は、弊社共の新たな提案を踏まえた回答になって
いないと考えられるため、「帯域制御サーバによる連携しない」、「運用面はNTT東西
殿に合わせる」、「IP網で一般的に利用されている機能を活用して実現する」等の弊
社共提案を踏まえた検討を行って頂きたいと考えます。

• その際、NTT東西殿は、NGNが指定電気通信設備であり、OSU共用等については
「具体的な要望があること」、「技術的に実現可能であること」を踏まえ、残る課題は
如何に経済的負担を軽減した上で実現するかという点に絞られていることを十分に
ご認識頂いた上で、実現に向けたより低廉な実現方法があれば積極的な提案を
行って頂きたいと考えます。

• また、実現に向けた議論を加速させるためにも、 NTT東西殿には、導入費用等に係
る回答内容の開示及びNTT東西殿で実際に採用している機器の機種・メーカ・型
番・具備している機能・ファームのバージョン等の情報を開示をして頂きたいと考えま
す。

• なお、導入期間について、弊社共提案であれば、振り分け装置の開発が不要であり、
開発範囲をオペレーションシステムに縮小できることから、1年～1年半程度に短縮
可能と考えます。

• GC類似接続機能において争点となっているソースアドレスルーティング機能について
は、第19回接続委員会弊社共提出資料②-5及び、補足資料①にて示すとおり、
ルータの一般的な機能となっています。
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【11月2日付けNTT東西殿資料 P12】

＜回答４、７＞
５．開発形態について
•各機能を実現するためにルータ等の装置を導入する

際には、当社ネットワークポリシーに適した仕様を
メーカーとすり合わせた上で要求仕様を確定し、当
該仕様に基づき各メーカーが開発した装置を購入し
ています。

•装置購入にあたっては、当該装置が想定する利用
環境で想定通りに機能することを検証するため、利
用環境の構築と通信負荷をかけた検証作業を実施
し、そこで不具合が生じた場合には、不具合が解消
するまでメーカーと連携しながら繰り返し仕様変更を
加えています。

•また、オペレーションシステムについても、当社が策
定した仕様を元にシステムベンダに開発を委託し、
その成果物を導入しています。

•開発形態について、そもそも委員からのご質問の趣旨
は、NTT東西殿の主張している「開発」とはどのような内
容を指すのか(IP網を構成する機器はレガシー網とは異
なり汎用的な機器が多く、事業者独自開発というもの
は基本的には無いのではないか)ということと理解して
います。この点、NTT東西殿の回答は質問に対する明確
な答えとなっていないため、IP網を構成する機器の特性
を踏まえた上で、より詳細な回答を行って頂くべきと考え
ます。

•仮に、NTT東西殿独自の仕様が存在する場合、当該仕
様について具体的な説明を行って頂き、それが独自開
発に類するものなのか、調達価格水準にどういう影響
があるのかについて、その必要性と共に検証を行うべき
と考えます。

NTT東西殿主張 弊社共意見
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【11月2日付けNTT東西殿資料 P13、16】

＜回答６＞
• 通常、ルータは送られてきたパケットの宛先アドレスに基づきルーティング

を行っており、ＮＧＮの収容ルータにおいても同様の仕組みとなっており
ます。

• 具体的には、収容ルータは、ユーザ毎に割り当てたＩＰアドレスと当該
ユーザ（ＩＰアドレス）を収容するルーティング先ポートを括りつけたルーティ
ングテーブルを有しており、パケットが送られてくると、当該ルーティング
テーブルを参照しパケットを転送します。

• 上り通信の場合は、収容ルータのルーティングテーブルにアクセス先のＩ
Ｐアドレスがないため、こうした収容ルータにない宛先アドレスのパケット
が送られてきた場合は、収容ルータは一意に上位ルータへ転送する設
定となっています。

• これに対し、収容ルータでユーザ単位にパケットを事業者へ振分けるた
めには、パケットの宛先アドレスではなく、送信元ユーザのＩＰアドレスを見
て当該事業者のルータへパケットを転送する機能が必要となります（ソー
スアドレスルーティング）が、当該機能はＩＰルーティングの方法としてイレ
ギュラーなものであり、ＧＣ接続類似機能を実現するためには、そういっ
たイレギュラーな機能を具備することを強いられることになります。

• さらに、実現にあたっては、既存の収容ルータをソースアドレスルーティン
グの機能を具備した収容ルータに置き換えた上で、その収容ルータの上
部に他事業者との接続用のゲートウェイルータ（帯域制御機能付き）を
開発・設置することが必要となり、加えてオペレーションシステムの開発・
導入も必要となることから、膨大な費用がかかり、低廉なサービスの提
供に支障を来たすことになります。

• こうしたことから、当社としてはＧＣ類似接続機能を実施する考えはあり
ません。

＜回答10＞
• 非開示

【参考】
＜質問10＞

ファイバシェアリングの提案に関連し、既存のＶＬＡＮ－ＩＤの仕組みにつ
いて、技術的な観点から、もう少し詳細な説明を頂きたい。

• NTT東西殿の検討内容が、新たな共用帯域制御サーバの設置と制御用ネット
ワークの構築を前提とした膨大な開発費を要するものであるのに対し、弊社共か
らは（新たな帯域制御のネットワークを構築することなく）既存設備の設定変更等
（静的な帯域確保）によりOSU共用を実現する方法を提案していますので、この提
案内容について、実現に向けた前向きな検討を行って頂きたいと考えます。

• なお、NTT東西殿が指摘するソースアドレスルーティング機能については、NTT東
西殿に対する追加質問⑧でも、これをイレギュラーなものとする考え方について質
問が投げかけられていますが、当該機能については、前述のとおりルータの一般
的な機能となっています。（NTT東西殿においても、IPv6 ISP接続（ネイティブ方式
）で，IPv6ソースアドレスルーティングを実施しているものと理解しています。）

• NTT東西殿におかれましては、技術的な観点でコメントなさる際、実現に向けた議
論を加速させるためにも、既存のVLAN-IDの仕組みおよび実際に採用している
機器の機種・メーカ・型番・具備している機能・ファームのバージョン等を開示して
頂きたいと考えます。

• GC類似機能接続等を実施するかどうかは、指定電気通信設備であるNGNにおけ
るアンバンドルメニューに係る問題と理解しています。すなわち、本件議論はアン
バンドル3要件の内、「具体的な要望があること」、「技術的に実現可能であるこ
と」の2点については既に解決済みであり、残された論点は「過度な経済的負担
がないことに留意」しという点であることから、より低廉な実現方法を検討するこ
とに議論の焦点は絞られるべきであり、NTT東西殿には弊社共の提案する簡易な
実現案などを参考に具体的かつ合理的な実現案を提案頂く必要があるものと考
えます。

NTT東西殿主張 弊社共意見
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ＫＤＤＩ 
■ 当社スタンスについては従来から変更はありません。「分岐単位当たりの接続料に係るメニュー」等については、サービス均一化・

設備利用の非効率が生じる問題があるため、安易に導入すべきではないと考えています。 

ＤＳＬ 

事業者協議会 

■ これまで、シェアの少ない地域の DSL 事業者が、NTT 東西殿と競争できてきたのは、1 ユーザ単位での競争が可能であったため

です。それにより、我々は、地域密着型のサービスを提供し、地域のブロードバンドサービスを普及促進してきたと自負していま

す。 

現在のシェアドアクセスでの接続料方式では、シェアが少ない事業者にとって構造的に不利になることは明白です。従って、公

平競争という観点からも１ユーザあたりの分岐単位に接続料を設定することは最低限必要です。 

1 ユーザあたりの分岐貸しが低い設備の共用コストで実現できるならば、OSU 共用、ファイバシェアリング、GC 接続、波長多

重接続等、1 ユーザ単位での接続可能な手法を支持します。 

NTT 東西 

■ 接続事業者から提案されたＧＣ接続類似機能等（波長多重接続機能を除く）については、いずれもＯＳＵを異なる事業者間で共用

することを前提としているものであり、これまで再三申し上げてきたとおり、サービスの進化・発展を妨げサービス競争を阻害する

ものであり、また、サービス品質の確保や迅速な故障復旧等の障害となるといった極めて重大な問題があることから、当社として実

施する考えはありません。 

 今回、改めて他事業者から、こうした機能の実現に関する見解が示されましたが、当社としては、いずれの方法であっても、上記

に示す問題があることから、実施する考えはありません。 

 また、同様の考え方に基づき、既に当社のシェアドアクセス方式を利用しているＫＤＤＩ殿は、他の事業者とのＯＳＵ共用を否定

しています。このように、当社を含め、ＯＳＵを専用して使用したいという事業者に対して、他の事業者とのＯＳＵ共用を強制する

ことはできないし、すべきではないと考えます。 

■ なお、当社としては、ＯＳＵ共用については、共用を希望する事業者間で実施すればよいものと考えており、その場合は、どのよ

うな装置及びルールでそれを実現するかは、共用する事業者間で決定し実施すればよいことと考えております。（ＳＩＰ間の連携は

しない６Ｍｂｐｓ程度の優先帯域を確保、振分け装置は２４ポート程度のみの対応しかできない機器を使う等） 

 仮に、他事業者同士でＯＳＵ共用し、当社ＮＧＮで提供しているサービスと同等のサービスを提供しようとしても、他事業者の積

算した装置等で実現することは困難であると考えます。 

■ なお、前回の委員会において、ソフトバンク社が提出した資料において、「ＯＳＵはＮＴＴ東西殿利用部門と同条件（１分岐単位）

で接続事業者が利用可能とすべき」と記載されていますが、当社の利用部門は、ＯＳＵを設備単位（３２分岐単位）で負担しており、

ソフトバンク社の主張は、事実に反していることから、極めて遺憾であり、直ちに修正させるべきと考えます。 

 

質問２ 現行のシェアドアクセス方式による一芯単位接続料の料金水準及び当該接続料が低廉化傾向にあることを踏まえれば、光配線区画の適正

化を図り、１光配線区画あたりの世帯数を平均的な世帯数（ＮＴＴ東日本：５０世帯、ＮＴＴ西日本：４０世帯）並みに近づけることによ

り、接続事業者は一芯借りによりＦＴＴＨサービスのビジネスで採算を取ることも十分可能ではないかという趣旨の指摘がなされている点
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に関して、御社としてどのようにお考えであるかご教示頂きたい。→ＮＴＴ東西、ソフトバンク、イー・アクセス、ケイ・オプティコム、

Ｊ：ＣＯＭ、ＫＤＤＩ、関西ブロードバンド（ＤＳＬ事業者協議会） 

 

ケイ・ 

オプティコム 

■ 弊社は、配線ブロックの見直しは、設備の収容率を高める点では有効にはたらく可能性はあるものの、実際に設備構成を見直す

場合、以下の２点において課題があると考えております。 

 ①配線ブロックの統合によりファイバ敷設距離が長くなることで、工事にかかる費用が増えたり、開通までに要する期間が長く

なったりする等、利用者が不利益を被る可能性がある点（図４） 

 ②配線ブロックの不均衡さは地域事情が大きく反映される可能性が高いため、ブロックあたりの戸数が少ない地域を中心に事業

をしている地域アクセス系事業者・ＣＡＴＶ事業者等は、実際には配線ブロック見直しによりコストが増加するにも関わらず、

全国平均化されることで当該地域のＮＴＴ殿光ファイバの接続料が見かけ上安くなることも想定され、不利な競争条件を強い

られることとなる点 

また、コスト発生を避ける意味で、実際には設備変更を行わずに、精算処理等によって、配線ブロックの見かけ上の変更を行う

方法等も考えられますが、この場合、実際に設備構築する際にかかる費用が正しく接続料に反映されず、結果的に自ら投資する設

備事業者が、借りるだけの接続事業者に対して不利な競争条件を強いられることが問題になります。 

配線ブロックの見直しについては、光回線・ＯＳＵ等の費用を含めた総合的なコストが、見直しの結果として削減できるエリア

については通常の設備構築手法として行うべきですが、費用増となるエリアに対してまで見直しをし、当該コストを一方的に設備

事業者が負担することは、弊社としては反対です。 
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J:COM 
■ 賛同いたします。 

既に一部事業者で実績もあり、かつ公平な競争環境が損なわれない現実的な方法と考えます。 

イー・アクセス 

■ 当社は、ＮＧＮのオープン化形態として、ファイバシェアリングを要望しておりますが、その政策的意義としては以下の２点と

なります。 

(ア)公平な競争環境下でのサービス競争の推進 

(イ)接続料金の引下げによる利用者料金の低廉化 

図 4．配線ブロック見直しの課題 
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  光配線区画の適正化を図ることで、接続事業者のコスト効率性を改善し、結果として 1 回線当たりの接続料の低廉化を実現する

ことは可能ですが、上記（ア）に対する解決策にはならないと考えます 

ＡＤＳＬサービスがＮＴＴ東西殿のシェアが相対的に抑制されたフェアな市場として成功した背景としては、ラインシェアリン

グと接続料金の低廉化等といったアンバンドルルールの導入により、ＮＴＴ東西殿が独占的な地位を有する加入電話サービスから

インターネットサービスを切り離し、それぞれの市場として競争環境が存在したからであり、当社のようなインターネットサービ

スに特化したビジネスモデルを有する新規参入事業者にとっても公正競争が成り立つ環境であったことが挙げられます。その結

果、多数の新規参入事業者が市場を牽引することで、料金競争による料金の低廉化や利用者利便性の向上、ブロードバンドサービ

ス普及率の向上に寄与したものと考えます。 

しかしながら、現状のＮＧＮにおける光アクセス回線の競争環境をみた場合、電話サービスの顧客基盤を活かし、映像などのサ

ービスと合わせてインターネットサービスを提供する一部の大規模事業者のみがサービス提供している状況であり、８分岐単位の

光ファイバ貸出を前提とした配線ブロックの拡大議論については、そういった既存の大手事業者にとっての収容効率の向上を図る

ための議論でしか無く、当社のようなインターネットサービスに特化したサービスを提供する接続事業者からすれば公正競争環境

の観点では何ら根本的な解決とはなりません。 

当社の提案する光のファイバシェアリングについては、ＡＤＳＬサービス同様、１本の光ファイバ上で電話サービスとインター

ネットサービスをそれぞれ別の事業者が提供可能な形態を実現するものであり、ＦＴＴＨ市場において小中規模事業者であっても

新規参入が可能とし、かつ公正競争環境を整備することによって、より利用者メリットの高い市場として拡大が図られるものと考

えます。 

  また、ＰＳＴＮから光ＩＰへのマイグレ－ションの本格的な進展の中で、当社のようなインターネットに特化した事業者が、Ｆ

ＴＴＨにおいても継続的な事業展開が可能となるよう、ＰＳＴＮのアクセス回線におけるサービス競争環境をＮＧＮにおいても実

現して頂くことを強く要望します。 

ソフトバンク 

■ メタル回線を中心とする NTT 東西殿のレガシー網で競争が進展したのは、ドライカッパ等の１ユーザ単位での接続料設定がな

され、競争事業者において１ユーザごとのサービス提供（１ユーザ単位での競争）が可能となったことが極めて大きな要因です。 

仮に光配線区画の見直しを行った場合、採算性を確保するためには複数ユーザの獲得が前提となることから、これはメタル回線

を中心とするレガシー網での競争環境から後退している状況に他なりません。光配線区画の見直しは、接続事業者の事業の採算性

を高める可能性があることは事実ですが、地域特性により採算性に差分が出る(高コストのルーラルエリアではそもそも獲得回線

数にも限界があり採算が取れない)等、その効果は十分とは言えないため、分岐単位接続料設定の実現は必須であると考えます。 

この点、諸外国の議論に目を向けると、例えば、光ファイバ市場が草創期の段階にある英国の NGA(Next Generation Access)

開放議論においては、 BT と競争事業者が公正かつ経済的に競争できる環境を整備するため、実現性の高いアクセスの形態とし

て、BT に VULA（Virtual Unbundled Local Access）の提供義務を課す等、 OSU を共用した上での 1 ユーザ単位でのアン



23 
 

バンドルメニューが用意されている状況にあります。 

日本においても、諸外国同様に１ユーザ単位での光アクセスのアンバンドルメニューを早期に実現し、公平な競争環境整備を推

進すべきと考えます。 

KDDI 

■ 弊社は、現行のシェアドアクセス方式による一芯単位接続料金で自社専用のＯＳＵを利用して、ＮＴＴに対抗してより良いサー

ビスをより安く提供しておりますが（※）、企業努力によって設備の利用効率を高めてユーザあたりのコストを下げることで、現

に収支が成り立ちつつあります。光配線区画情報の適正化を図ることについては、競争事業者が参入しやすい環境となることで収

容率をより向上させることが可能となり、結果的に採算性についても向上していくため、有効であると考えます。 

※[速度]ＮＴＴ東・西：フレッツ光（最大下り２００Ｍｂｐｓ）に対し、ＫＤＤＩ：ギガ得（最大下り１Ｇｂｐｓ）  

[料金]ＮＴＴ東：「フレッツ光（戸建）」月額 6,720 円（ＩＳＰはＯＣＮを選択）、ＫＤＤＩ：「ギガ得プラン（戸建）」：月額

5,460 円 

ＤＳＬ 

事業者協議会 

■ 前回参考資料として提示しました「地域における BB 市場関連データ等」にもありますとおり、田舎における NTT フレッツ光

サービスは、他事業者を排他する方法でサービスが提供されており、ダークファイバー回線（シェアドアクセス方式）の対象エリ

アとして広報され、接続事業者がサービス提供を検討するときには、NTT 東西は既にフレッツサービスの申込みを受付けしてユ

ーザを獲得している状況です。 

そのような状況下で、接続事業者が同一サービス（シェアドアクセス方式）を行っても、複数ユーザを獲得することは困難であ

り、非常にリスクが高く、現状では、我々地域事業者はサービス提供そのものを諦めざるを得ません。 

また、大手通信事業者がサービスを提供しているアーバンエリアと異なり、ルーラルエリアでは、光ファイバの未整備なエリア

が多数存在しています。現状の単位では、到底採算が見合わず、NTT も将来も FTTH 導入はしないと意思表示しているに等しい

状況だと認識しています。 

こうしたエリアについて、配線区画の適正化により設備あたりの利用者が増加する可能性が高まり、未整備エリアへの提供につ

ながるのであれば、それらは評価すべきことです。 しかし、地域の活性化のためには、ルーラル地域の光整備と併せて複数事業

者の競争によるブロードバンド利用の促進を図ることが必要だと考えます。 

配線区画の適正化による利点は多いと考えますが、NTT が営業方式においても接続方式においても優位になる競争環境に変わり

はありません。地域ブロードバンドサービスを普及拡大していくためには、まずは分岐単位接続料設定等、１ユーザ単位での公平

な競争環境の実現を前提にすべきだと考えます。 

NTT 東西 

■ 「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」の答申案や本委員会においては、１の光配線区画あたりの他事業者の想

定獲得ユーザ数について、現時点のブロードバンド利用率（３割）やＦＴＴＨシェア（他社２５％）を基に、世帯数が少ない光配

線区画のケース（世帯数２０）を用いて、１．５ユーザしか獲得できないとしておりますが、実際には平均の世帯数（ＮＴＴ東日

本：５０世帯、ＮＴＴ西日本：４０世帯）を超える光配線区画もあることから、世帯数の少ない光配線区画にのみ着目して議論を

進めるべきではなく、全体を総合的に見て、ＦＴＴＨへの参入の可否を検討すべきであると考えます。 
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■ 現に、当社の光ファイバを利用するＫＤＤＩ殿は、現在の光配線区画のもとで、自ら営業リスクを取って全国的に事業拡大して

おり、ＫＤＤＩ殿が参入された宮城県のシェアを見ると、他事業者の純増シェアが単月では逆転するなど、大きく伸張しています。

また、平成２３年２月のヒアリングにおいて、ＫＤＤＩの田中社長は「８分岐単位においても収支が成り立つ」と発言されており、

こうしたことから、現時点の光配線区画の広さであっても、他事業者は、１芯あたり２～３ユーザを獲得できているのではないか

と考えられます。 

■ 今後、当社としては、需要が疎なエリアにおける光配線区画については、下記の観点から、検討していく考えです。 

 

（参考）既存の光配線区画よりもカバーエリアが広い配線区画を設定する場合の留意点 

 ①主端末回線の数は少なくて済むものの、局外スプリッタからお客様宅までの距離が一般には長くなることから、分岐端末回線の

料金は高くなる可能性が高いこと。 

 ②既存の光配線区画を跨って配線する等、既存の光ファイバケーブルを利用できない場合は、開通納期も長くなる場合があること。 

③本格運用に向けては、システム改造が必要となること。 

 

質問３ 第 18 回接続委員会において、「接続事業者の希望する接続料水準は、現在のドライカッパ接続料を想定した、現行の加入光ファイバ接

続料約３０００円の半分というものであり、この料金水準であれば、１芯単位接続料であっても、配線ブロックの適正化により１配線ブロ

ック当たりの戸数が６０戸に近づけばビジネスとして成立し得る。また、配線ブロックの適正化が実現されるまでの時間を稼ぐために、他

の手法を組み合わせるという考え方もあり得るのではないか。つまり、価格面で３０００円を１５００円にする方法は何かといった『考え

方の転換』も必要となるのではないか。」という指摘がなされている点に関して、御社としてどのような見解をお持ちであるかご教示頂き

たい。→ＮＴＴ東西、ソフトバンク、イーアクセス、ケイ･オプティコム、Ｊ：ＣＯＭ、ＫＤＤＩ、関西ブロードバンド（ＤＳＬ事業者協

議会） 

 

ケイ・ 

オプティコム 

弊社は平成２３年２月２２日に、接続委員会の場で発言をする機会をいただき、光インフラ事業者の投資インセンティブを阻害

することのないよう、適正に設備コスト等を反映した接続料設定が必要であると主張いたしました（図５）。 

メタル回線と光ファイバは材料や敷設工法が全く違うため、設備コストは当然に違ったものとなります。接続事業者の希望する

「現行の加入光ファイバ接続料の半分」という主張は、本質的に違うものを比較したものであり、何の合理性もありません。 
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 また、配線ブロックの適正化が実現されるまでの時間を稼ぐために、他の手法を組み合わせるという考え方については、接続料

の一時的な値下げや、分岐単位を４／８のように恣意的に設定する案等が委員会の中で提案されておりますが、仮に一時的な措置

であったとしても、公平な競争環境を阻害する制度の導入には弊社は断固反対いたします。一旦、そのような合理的でない制度が

導入されれば、事後的に制度を改めることは極めて困難であり、これまで自らリスクを取って設備投資をしてきた地域アクセス系

事業者やＣＡＴＶ事業者は、借りるだけの接続事業者に対して不利な競争を強いられることとなります。 

適正に設備コストを反映した結果、光ファイバ接続料が低廉化することは、情報通信事業の持続的な発展のためにも、あるべき

方向性と考えますが、設備コストと乖離した接続料設定は、設備競争を否定し、ひいてはサービスの多様化・高度化や普及率向上

の停滞に繋がるという点を、十分考慮いただきたいと考えております。 

図 5．（平成２３年２月２２日 弊社発表資料２頁より） 
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J:COM 

■ 『考え方の転換』は恣意的な価格設定による公正競争の阻害の危険性、乖離額請求に伴う市場の混乱及び設備競争への影響等の

懸念により結果的にブロードバンドの普及促進を減退させる危険性があるため反対します。 

・「価格ありき」による恣意的な価格設定により公正競争が阻害される恐れ 

・乖離額請求による事後値上げに伴うお客さま及び事業者の混乱の恐れ（お客さまへの事後請求が困難な場合、事業者によって

は、訴求精算により事業の継続性が損なわれ、ひいてはお客さまに更なる混乱を与える恐れ） 

・当社のようなアクセスラインを自ら持つ設備競争事業者にとって「設備競争への影響等に十分な留意」（光の道構想の取りまと

め）が図られない恐れ。 

イー・アクセス 

■ 配線ブロックの適正化を含めた分岐単位接続料の設定についての考え方は、②の回答のとおりです。 

なお、接続料の設定の観点においては、ファイバシェアリングは、ＮＴＴ東西殿が電話サービスとして光アクセス部分の利用者

料金を設定し、接続事業者が追加コストのみを接続料として負担する現在のＡＤＳＬサービスと同様な提供形態も考えられ、その

場合はＮＴＴ東西殿としてのコスト回収の問題として検討することが可能です。 

ソフトバンク 

■ 回答②にてご説明しましたとおり、配線ブロックの見直しのみならず、分岐単位接続料設定の実現が必須であるというのが弊社

共の基本的な考え方です。 

しかしながら、ご提案のような「価格面で３０００円を１５００円にして頂くような『考え方の転換』」を採用して頂けるのであ

れば、並行して検討して頂ければと考えます。なお、具体的な検討の方向性の一案として、プライシング施策の導入が考えられま

す。 

ＫＤＤＩ 

■ 接続料水準の設定は設備競争が成り立つことが原則であり、現行の加入光ファイバ接続料金水準をコストや需要予測を無視した

恣意的な料金とすることは設備競争を歪めることとなりかねないため、行うべきではありません。8 分岐単位接続料においても８

分の 2～３の利用者を収容することで、ユーザあたりの実質的な接続料水準を現在のドライカッパ接続料相当に近づけることは可

能であり、現行のアンバンドルにおいて、競争事業者が円滑にＦＴＴＨサービスの提供を図れるように、配線区域内世帯数の適正

化、加入光ファイバの展開エリア情報や光配線区画情報の正確かつ迅速な公開ルール等、公正に競争できる環境を速やかに整備す

ることが先決と考えます。 

ＤＳＬ 

事業者協議会 

■ 基本的な考え方は②に述べたとおりです。公平な競争環境を整備することが前提と考えます。むしろ、公平な競争環境を整備し

て、他事業者に設備を効率的に利用させるほうが、全体的な資源の有効活用にもなり、稼働率が上がることで、結果として料金は

下がることになると考えております。ただし、地方においては、早急に対策を講じる必要があるため、分岐単位接続料設定がなさ

れる前提で、その実現までの間、1500 円という価格を、是非とも実現するように議論をして頂きたいと考えます。 

NTT 東西 

■ 今後、当社としては、需要が疎なエリアにおける光配線区画について、前述の観点から、検討していく考えです。仮に、既存の

光配線区画よりもカバーエリアが広い配線区画を設定すれば、局外スプリッタからお客様宅までの距離が一般には長くなることか

ら、分岐端末回線の料金は高くなる可能性は高まりますが、主端末回線の数は少なくて済むため、１ユーザあたりの光ファイバコ

ストが下がる効果はあるものと考えております。 
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■ しかしながら、光配線区画の見直し等の実態が伴わずに、料金だけ半額とするような考え方については、その適用期間中におい

て、設備実態に基づく原価を全く反映した接続料とはならず、設定当初から当該接続料ではコスト回収ができないことは明らかで

あり、その未回収コストの負担を当社管理部門に強いることになることから、原価に照らして適正な接続料を算定するといった事

業法の趣旨に反することになると考えます。 

■ また、こうした案は、当社管理部門の投資インセンティブを損なうだけでなく、自ら設備を構築して投資リスクを負いながら営

業している当社以外の設備構築事業者や当社管理部門から１芯単位の接続料で光ファイバを借りて自ら営業リスクを負いながら営

業しているサービス提供事業者と、こうしたコスト割れの接続料で借りてリスクを負うことなく営業をするサービス提供事業者と

の間で、リスク負担のバランスも欠く等、多くの問題があることから、採り得るべき策ではないと考えます。 

 
質問４ 加入光ファイバ接続料に係る分岐単位接続料設定の適否を検討するに当たり、世帯数が過小な光配線区域を適正化することなどによる対

応について、情報通信審議会（「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」諮問）の答申案や情報通信行政・郵政行政審議会で

の分岐単位接続料設定の適否に関する議論の経緯を踏まえた上で、ＮＴＴ東西として現時点においてどのような見解や対応案を有している

かお聞かせ願いたい。また、世帯数が過小な光配線区画を平均的な世帯数を有する光配線区画（ＮＴＴ東日本：５０世帯、ＮＴＴ西日本：

４０世帯）並みに適正化を図る場合、どの程度の費用が必要となるか試算をお示し頂きたい。→ＮＴＴ東西  

 

NTT 東西 ■ 質問２への回答と同じ。 

 

質問５ 現在アンバンドルされているＮＧＮの中継局接続機能（または一般的な中継ルータ）を用いた上で、加入光ファイバ１芯を共用する場合、

ソースアドレスルーティングによる事業者振り分けやＱｏＳ通信の切り分けは可能でしょうか。また、想定される課題があるとすれば、１

２課題に沿って、解決可能な課題・未解決な課題に関する御社の整理をお示し頂きたい。→ＮＴＴ東西 

 

NTT 東西 

■ 現在アンバンドルされているＮＧＮの中継局接続機能については、ＳＩＰをベースとした０ＡＢ－Ｊ番号による接続機能のみを提

供していることから、０ＡＢ－Ｊ番号を用いた通信以外のトラヒックは扱うことができず、また、発側の電話番号を基に他事業者へ

振分けることもできません。 

■ このため、中継局接続機能の場合であっても、 ０ＡＢ－Ｊ番号以外による接続機能、及び、ソースアドレスルーティングの機能

を開発・導入する必要があります。 

■ 接続事業者の要望は、当社のＮＧＮを利用せず、アクセス回線を当社と共用して接続事業者独自のサービスを提供したいというこ

とであると想定されます。 

 しかしながら、中継局接続をするということは、当該ユーザは当社ＮＧＮ網内の通信も利用できること、また、他のＩＳＰを選択

して、インターネット接続も利用することができるようになるため、通常のフレッツ光サービスを利用するユーザと何ら変わりがあ
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りません。 

 したがって、ＯＳＵ共用やＧＣ類似接続機能を要望する接続事業者が、その代替として中継局接続を要望するとは考えられません。 

■ なお、１２の課題については、先般、ＧＣ類似接続で回答した内容に変わりはありません。 

 

質問６ ＮＴＴ東西のＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２３）について、「公平制御より優先制御を優先する事業者振り分け機能を新たに開

発」とありますが、そのような機能は市販品として存在しないと理解してよろしいでしょうか。それとも御社の求めるスペックという意味

で存在しないという趣旨でしょうか。→ＮＴＴ東西 

 

NTT 東西 

■「公平制御より優先制御を優先する事業者振り分け機能」を有する装置は、市販品でも存在します。 

■ しかしながら、当社ＮＧＮで用いる装置は当社のネットワークポリシーに適した仕様とすることについて、メーカーと仕様をす

り合わせた上で要求仕様を確定させ、開発する必要があります。※ 

■ さらに、当該装置が実際の利用環境と同じ環境で動作するかという点について、通信負荷をかけて検証し、不具合が生じた場合

には、不具合が解消するまでメーカーと連携しながら繰り返し仕様変更を加えております。 

■ なお、他事業者が当社とＯＳＵ共用するとした場合には、「公平制御より優先制御を優先する事業者振り分け機能を新たに開発・

導入」することに加え、「当社／他社双方のトラヒックを管理（帯域管理、受付制御）する共通の制御機能やオペレーション機能を

新たに開発・導入」することが必要となり、この２つが連動して動作することができる事業者振分け装置は、現時点、市販品では

存在していないものと認識しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問７ ＮＴＴ東西のＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ３０）について、収容ルータに送信元アドレスを見て事業者に振り分ける機能

がないなら、HGW あるいは ONU において、ゲートウェイルータのアドレスをソースルートオプションとして付けているか、あるいは

HGW/ONU とゲートウェイルータの間にトンネルを張れば容易に実現可能と思われるが御社の見解についてご教示ください。→ＮＴＴ東

西 

委員限り 
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NTT 東西 

１．ソースルートオプションについて 

■ ＯＮＵは、ＶＬＡＮ（ＬＬＩＤ）をベースとしたＬ２機能しかないため、ソースルートオプションのようなＬ３の操作を行うこと

はできません。 

■ ＨＧＷはＬ３機能を担うため、ソースルートオプションに関する機能を持つＨＧＷを開発することは可能と考えられますが、ソー

スルートオプションを許容すると、パケットの経路をユーザ側で指定できることになるため、網側でトラヒックの制御ができなくな

ること、さらに、網内の特定の装置に対して不正かつ集中的にアクセスすることも可能となることから、現在、当社のＮＧＮでは、

セキュリティ対策やネットワークの信頼性確保の観点から、ユーザ側がソースルートオプションを指定したとしても、網内でこれを

有効としておらず、今後とも、その考えを変更する考えはありません。 

 

２．トンネル方式について 

■ トンネル方式については、ＮＧＮでは従前からＰＰＰｏＥによるトンネル接続を提供しており、ＩＳＰ接続やＶＰＮサービス等に

ご利用いただいているところです。 

■ したがって、収容局に新たに網終端装置を設置し、これをゲートウェイルータとして、ＰＰＰｏＥで接続する形態は考えられます

が、ＰＰＰｏＥは、トンネル内部のパケットの情報（優先クラス等）は一切見ずにパケットを転送するため、０ＡＢＪ-ＩＰ電話等

の帯域確保サービスの接続はできません。また、ゲートウェイルータとなる網終端装置も、収容局ごと・接続事業者ごとに設置する

こととなり、多大な投資が発生します。 

■ また、現在、ＰＰＰｏＥによるトンネル接続は、ユーザが接続先となるＩＳＰ（事業者）を選択する仕様となっており、当社では、

ユーザがどのＩＳＰ（事業者）を接続先としているか管理しておらず、また、ユーザは通信ごとに接続先となるＩＳＰ（事業者）を

選択することも可能であり、ＮＧＮ網内に閉じた通信もできることから、当該ユーザを特定のＩＳＰ（事業者）のユーザとして扱う

ことができません。 

■ いずれにしても、当社としては、これまで再三申し上げてきたとおり、そもそも、ＯＳＵを共用すること自体、サービスの進化・

発展を妨げサービス競争を阻害するものであり、また、サービス品質の確保や迅速な故障復旧等の障害となるといった極めて重大な

問題があることから、当社として実施する考えはありません。 

 

質問８ ＮＴＴ東西のＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ３１）について、ソースアドレスルーティング機能は「ＩＰルーティングの方

法としてイレギュラーなもの」と説明されていますが、送信元ＩＰアドレスに基づいて送信経路を規定する送信については「ポリシーベー

スルーティング」といった手法も存在するところ、この方法が「イレギュラー」であるという点についてもう少し技術的にご説明願いたい。

→ＮＴＴ東西 

 



30 
 

NTT 東西 

■ ＩＰ網では、宛先アドレスに基づき行うルーティングが一般的ですが、ポリシーベースルーティングは、宛先アドレス以外の属性

を利用して行うルーティングのことを指しており、その一種であるソースアドレスルーティングを、通常の宛先アドレスに基づくル

ーティングと混在させた場合、パケットの転送経路が複雑化するため、迂回経路の設定や障害に対応するための冗長化等、網設計が

著しく困難になるとともに、障害や不正アクセス等の追跡・対処も困難となります。 

■ したがって、ソースアドレスルーティングは、通常、使用しないことが一般的であり、利用するとしても、局所的なところに限定

して利用すべきものであることから、当社のＮＧＮにおいても、ＩＰｖ６インターネットのＩＰｏＥ接続におけるＰＯＩに設置し

ているゲートウェイルータにしか用いていません。 

■ なお、収容ルータでこれを実現しようとした場合には、 

①送信元アドレスを見て事業者に振り分ける事業者振り分け機能を新たに開発・導入し、 

②収容ルータの上部に他事業者との接続用の帯域制御機能付きのゲートウェイ機能の開発・導入 

③設備管理、オーダ流通、保守監視等のオペレーション機能の開発・導入 

 が必要となるほか、収容ルータの処理負荷が増大するため、現行の収容ユーザ数が低減する等、経済合理性の観点からも問題があ

り、当社としてはこれを実施する考えはありません。 

 

質問９ ＮＴＴ東西のファイバシェアリングに関する見解（資料１のＰ３６）について、他事業者のヘビーユーザを理由として公平処理機能の実

装が必要と説明されておりますが、自社ユーザのベストエフォートサービスで実際にヘビーユーザがどの程度存在するのでしょうか。→Ｎ

ＴＴ東西 

 

NTT 東西 

■ 当社は、ヘビーユーザがどの程度いるか否かに係わらず、当社ベストエフォートサービスの利用者間の公平性を担保するため、

当該サービスを利用するユーザ間で公平制御を行っております。 

■ 当社としては、前述のとおり、他事業者とＯＳＵを共用しファイバシェアリングを行うことは、多くの問題があることから実施

する考えはありません。 

 仮に他事業者間でファイバシェアリングを行う場合は、共用する事業者間で公平制御の有無を決定すればよいことと考えますが、

ベストエフォートサービスであっても、ヘビーユーザがいると、当該ユーザがアクセス区間の帯域を専有することとなり、他のユ

ーザの通信品質が劣化する恐れがあることから、利用の公平性の観点から公平制御は必要と考えます。 

 

質問１０ 分岐単位接続料設定に関し現在接続事業者から示されている上記の要望についていずれも困難な点があるということであれば、御社と

してどのような代替案が想定されうるかお示し頂きたい。→ＮＴＴ東西 

 

ケイ・オプテ ■ 現行の一芯単位接続料制度を活用し、ＫＤＤＩ殿は全国で「ａｕひかり」サービスを展開されており、第１８回接続委員会で公
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ィコム 表されたデータによると、同社ＦＴＴＨサービスの加入者数は約２０７万件（２０１１年９月現在）、市場シェアは８．８％（２

０１１年６月現在）に達しています。この事例が示すとおり、現状においても、競争環境は正当に機能しており、分岐単位接続

料制度の検討には全く合理性が無いと弊社は考えております。 

なお、設備更新が停滞するおそれがある点で、弊社は積極的には賛成しかねますが、希望する接続事業者同士でコンソーシアム

を組み、ＯＳＵを共用することでＦＴＴＨ事業に参入することは、現行の制度下でも可能です（図３）。このような取り組みを十

分に検討しないまま、安易に制度変更を行い、公平な競争環境を歪めることは、これまで自らリスクを取って設備投資し、地域

のブロードバンド化推進に寄与してきた、地域アクセス系事業者やＣＡＴＶ事業者の努力の否定に繋がるものであり、弊社とし

ては到底許容できるものではありません。 

また、一部の接続事業者は、サービスレベル維持や故障対応時のフロー等に関して、ＮＴＴ東西殿と同じ運用ルールに則った形

でＯＳＵを共用する案を希望されていますが、この形態であれば現状のＩＳＰ事業とほぼ同じであり、既に事業参入にかかる環

境は整備されていることから、分岐単位接続料制度の検討は全く必要ありません。 

コスト負担の点で公平性が高く、競争条件を歪めない点において、弊社は現行の一芯単位の接続料設定制度が最も合理的な制度

であると考えております。 

NTT 東西 

■ 平成２０年度の「次世代ネットワークに係わる接続ルールの在り方について」の答申において、加入光ファイバ１芯当りの接続

料そのものの低廉化を図ることが、事業者間競争を促進するために最も直接的・効果的とされました。当社としては、これまで投

資・費用の効率化と需要拡大に努め、接続料の低廉化を図ってきたところです。現時点、主端末回線１芯あたり３千円と十分低廉

な水準としており、今後とも引き下げていく所存です。 

■ このように、加入光ファイバの接続料が低廉な水準となっているにも係わらず、現在、ＧＣ接続類似機能等を含め分岐単位での

貸し出し（ＯＳＵ共用）議論がなされていますが、これまで再三申し上げてきたとおり、サービスの進化・発展を妨げサービス競

争を阻害するものであり、また、サービス品質の確保や迅速な故障復旧等の障害となるといった極めて重大な問題があることから、

当社として、他事業者との間で、ＯＳＵ共用を実施する考えはありません。 

同様の考え方に基づき、既に当社のシェアドアクセス方式を利用しているＫＤＤＩ殿は、他の事業者とのＯＳＵ共用を否定して

います。このように、当社を含め、ＯＳＵを専用して使用したいという事業者に対して、他の事業者とのＯＳＵ共用を強制するこ

とはできないし、すべきではないと考えます。 

なお、共用を希望する事業者間でＯＳＵを共用することについては、何ら否定するものではありません。 

■ 分岐単位の接続料を設定することは、ＯＳＵを事業者間で共用して１芯を利用している場合であれ、ＯＳＵを専用して１芯を利

用している場合であれ、１芯を専用しているにもかかわらず、その専用に伴うコストを負担しなくてもよい仕組みとなるため、 

 ①当社設備構築部門が、借りる側の営業の結果に伴って発生するリスクを負担することになること、 

 ②自ら設備を構築して投資リスクを負いながら営業している当社以外の設備構築事業者と、分岐端末回線単位の接続料で借り

るだけのサービス提供事業者とのリスクのとり方のバランスも欠くこと、 



32 
 

 ③サービス提供事業者が１芯をより有効に使うモチベーションを削ぎ、モラルハザード的な利用を助長し、無駄な投資が増え

ること、 

といった問題があると考えており、当社として設定する考えはありません。 

 

■ そもそも、現在の光ファイバ接続料は既に低廉化しており、２～３ユーザを獲得すればＡＤＳＬ並みの料金が実現可能です。現

に、当社の光ファイバを利用するＫＤＤＩ殿は、自ら営業リスクを取って全国的に事業拡大しており、「弊社は設備の利用効率を

高めてユーザあたりのコストを下げ、８分岐単位の利用で競争が可能となるよう企業努力を重ねています」とご主張されているこ

とからすれば、１芯あたりユーザは相当程度獲得されているものと想定されます。また、シェアをみても、ＫＤＤＩ殿が参入され

た宮城県では、他事業者の純増シェアが大きく伸張しています。したがって、光サービス市場に参入するか否かは、ＮＧＮのアン

バンドルの有無や接続料の水準ではなく、経営の意思の問題であると考えます。  

■ 加えて、前述のとおり、ＰＳＴＮマイグレーション時においてもメタルアクセスは残り、光とメタルが並存すると想定され、Ｄ

ＳＬ事業者は、ＤＳＬの顧客基盤を用いて、ＫＤＤＩと同様に当社から 1 芯を借りてＦＴＴＨサービスを提供することや、引き

続きメタルアクセスを利用してＤＳＬサービスを提供することも可能であることから、分岐単位接続料の設定等の新たなメニュー

提供の必要性はないものと考えます。 

 なお、今後、需要が疎なエリアにおける光配線区画については、下記の観点から、検討していく考えです。 

 

（参考）既存の光配線区画よりもカバーエリアが広い配線区画を設定する場合の留意点 

 ①主端末回線の数は少なくて済むものの、局外スプリッタからお客様宅までの距離が一般には長くなることから、分岐端末回線

の料金は高くなる可能性が高いこと。 

 ②既存の光配線区画を跨って配線する等、既存の光ファイバケーブルを利用できない場合は、開通納期も長くなる場合があるこ

と。 

 ③本格運用に向けては、システム改造が必要となること。 

 

質問１１  ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ１８）について、下りに関しての説明がありませんが、接続事業者から流入する

パケットにどこで VLAN-ID を付すと理解すればよいでしょうか。仮に振り分け装置で付すとした場合、接続事業者Ａ、Ｂ、Ｃといった

複数のネットワークから流入するパケットにユーザ毎に整合的に VLAN-ID をつけることが求められるのであれば、結果として振り分け

装置で全てのユーザの移動の管理をすることとなり、開発が必要となるのでしょうか。→ソフトバンク 

 

ソフトバンク 
■ 接続事業者から流入するパケットへの VLAN-ID の付与は、接続事業者のエッジルータにて ONU 単位で付与することを想定し

ています。 
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従って、弊社共提案の方法では、振り分け装置は接続事業者のエッジルータにて付与された VLAN-ID に基づき、該当 ONU が

接続されている OSU のインターフェイスへ転送を行うこととなります。 

通常一般的に市販されている IP 用の振り分け装置であれば、VLAN を振り分ける機能は具備されており、特別な開発は不要と考

えます。（詳細は添付資料①を参照願います。） 

 

 

質問１２ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ１８）について、接続事業者から流入するパケットに振り分け装置で VLAN-ID

を付すとすると、接続事業者の QoS サービス用パケットの優先処理について、接続事業者のエッジルータと振り分け装置で連携する必

要があると思われますが、どのように実現することを想定しておられるでしょうか。この点も開発要素ではないかと推察されますが、ご

見解を教示願います。→ソフトバンク 

添付資料① OSU共用接続構成（L2接続下り）

接続事業者網

エッジ
ルータ

ONU_A ONU_B

NTT東西殿ユーザ 接続事業者ユーザ

振り分け装置

OSU

物理インターフェイスVLAN

②振り分け装置は該当
ONUが接続されてい
るOSUのインターフェ
イスへ転送

HGW HGW

VLAN情報

宛先情報等

データ

①エッジルータでONU
単位にVLAN-IDを
付与

NTTNGN

収容
ルータ

【前提】
• 振り分け装置⇔OSU間は

ONU単位にVLANの作成
可能（32 ONU分）

• 振り分け装置はVLAN機
能・優先制御機能を具備
している装置を導入

【実現方法】
① 接続事業者のエッジルー

タにてONU単位にVLAN-
IDを付与

② 振り分け装置は該当ONU
が接続されているOSUの
インターフェイスへ転送
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ソフトバンク 

■ 回答⑪でご説明しましたとおり、接続事業者から流入するパケットへの VLAN-ID の付与は、接続事業者のエッジルータにて

ONU 単位で付与することを想定しています。 

接続事業者の QoS サービス用パケットの優先処理については、エッジルータと振り分け装置の連携といった複雑なものではな

く、パケット内の優先識別子で判別し、処理することを考えています。具体的には、接続事業者が行う優先識別子の設定について

は、標準化されている仕様の範囲内(ToS 値、CoS 値等の設定)で、NTT 東西殿が接続条件として定める方法に準拠して行うこと

になるものと想定しています(添付資料②、③参照)。 

なお、優先識別子で判別する優先処理は、一般的な振り分け装置において標準的に具備されている機能(添付資料④-1 「機能ス

ペック 1」参照)であるため、特別な開発は不要と考えています。 
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質問１３ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２０）について、「③接続事業者は優先トラヒックを上限値内で送出（上限値を

超えた場合、ポリシング機能により設定帯域量分受信）」とありますところ、振り分け装置に「ポリシング機能」が実装されていると理

解できる。また、「⑥ベストエフォートトラヒックが溢れた場合は、溢れた順に破棄」とありますところ、振り分け装置に「公平処理機

能」が実装されていると理解できる。これらの機能はＰ２２のシスコのスイッチに実装されている機能と考えて良いのでしょうか。実装

されていないとすれば、開発は必要となるのでしょうか（Ｐ７の見積もりでは、振り分け装置は「購入」とあり、開発要素はないように

見えることとの関係で説明してください）。→ソフトバンク 

 

ソフトバンク 

■ ポリシング機能は P22 のシスコ社のスイッチに具備されている機能となります。また、公平処理機能（ヘビーユーザがいる場

合でも他のユーザも公平に帯域を使用できるように処理する機能）についても P22 のスイッチで「Class-Based Weighted Fair 

Queuing（CBWFQ）」、「2 段階、3 つのカラー（2R3C）」、及び「3 レベル H-QoS でのポリシー管理」の機能を利用すること

添付資料④-１ 振り分け装置想定スペック（OSU共用実施費用試算時）【再掲】

試算前提条件

1. NTT東西殿帯域管理サーバを使用しての帯域制御を行わないこと

2. 接続事業者の音声帯域分（200kbps×32程度）等を確保すること

3. その帯域を減じた値でNTT東西殿は帯域制御を実施すること

4. 共有帯域制御サーバを設置しないこと

機能スペック
（弊社主張の帯域保証は

1、2により実現）

1. 優先識別子にしたがって優先制御する機能

2. VLAN単位で優先識別子にしたがって帯域制御する機能（ポリシング）
その他機能

– VLAN単位に最低帯域保証する機能

– より細かいQoSが必要になったときに備えて階層型QoS
（ハイアラキカルQoS）機能※

物理スペック 1. ポート数24ポート以上の１BOXタイプ

※階層型QoSではクラス構造を階層化し、2階層目に優先制御クラスを持つことができ、1階層目は帯域制御または優先制御を
設定でき、2階層目は優先制御が設定可能になる技術

優先処理機能

ポリシング機能
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で実現可能です。（添付資料④-2 参照） 

従って、開発を伴う特注品を購入する必要はなく、一般的な市販の振り分け装置にて弊社共提案は実現可能です。 

なお、NTT 東西殿の公平処理機能の詳細が不明なため、NTT 東西殿で実施されている具体的な公平処理の内容について、ご説

明をお願いしたいと考えます。 

 

 

質問１４ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２０）について、「③接続事業者は優先トラヒックを上限値内で送出（上限値を

超えた場合、ポリシング機能により設定帯域量分受信）」とありますところ、振り分け装置は複数の接続事業者から送られる優先パケッ

トを見ながら上限値を超えるかどうか判断することとなると思われるところ、そういった機能を実現するためには接続事業者側のＳＩＰ

サーバなどとの連携が必要となるのではないでしょうか。または、１ユーザのパケットが２００Kbps を超えればその分をポリシングす

るという趣旨でしょうか。→ソフトバンク 
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ソフトバンク 

■ 弊社共の提案している実現方法は、ご質問の後者にある「１ユーザのパケットが２００Kbps を超えればその分をポリシングす

る」という方法です（接続事業者側の SIP と振り分け装置の連携は不要）。 

具体的な実現方法は以下を想定しています。 

1. 接続事業者のエッジルータでは、優先パケットの上限値を事前に決められた値（例：ユーザ単位に 200Kbps）に設定 

2. 振り分け装置では、優先パケットの上限値（例：ユーザ単位に 200Kbps）でポリシングを設定 

基本的には、接続事業者側での上限値設定により、上限値を超える優先パケットが NTT 東西殿に流れることは無いものと想定

しています。従って、NTT 東西殿におけるポリシング機能の設定は、万が一過剰な優先パケットが接続事業者から流入した場合

を想定してのものとなります。 

なお、前述のとおり、ポリシング機能は一般的な振り分け装置には標準的に具備されている機能であり、特別な開発は不要です。 

 

質問１５ ソフトバンクのＯＳＵ共用に関する見解（資料１のＰ２０）について、上記⑭に関して「接続事業者は優先トラヒックを設定以上に流

さない」との前提がおかれていることから、もし仮に接続事業者側のネットワークで制限を課すのであれば、その機能と収容ルータの間

でＮＴＴ・ＳＩＰサーバと収容ルータの間で行われている作業が必要となるのではないでしょうか。→ソフトバンク 

 

ソフトバンク 
■ 弊社共の提案する実現方式は、回答⑭でご説明しましたとおりです。従って、接続事業者のエッジルータと NTT 東西殿の収容

ルータの間での連携等は必要ありません。 

 

質問１６ ソフトバンクのＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ２８）について、ＯＮＵに「③優先トラフィックを上限値内で送出」「⑥

ベストエフォートトラヒックが溢れる場合はＯＮＵで破棄」とありますところ、現在の設備ではＯＮＵ単独で「優先トラフィックの上限

値」やベストエフォートサービスの全体の帯域枠を知ることはできませんが、この点は複数事業者間でのポリシー調整や開発要素がある

という認識でよろしいでしょうか。→ソフトバンク 

 

ソフトバンク 

■ 1 点目の「③優先トラフィックを上限値内で送出」 については、HGW で実施することを想定しています。具体的には、NTT

東西殿と接続事業者間で優先パケットの帯域幅を事前に取り決め、その範囲内において、接続事業者が設置する HGW でトラフィ

ック制限を行うことを想定しています。 

2 点目の「⑥ベストエフォートトラヒックが溢れる場合はＯＮＵで破棄」については、DBA 機能※の利用を想定しています。こ

の DBA 機能については、既に NTT 東西殿の網内に具備されていると理解しています。 

従って、複数事業者間でのポリシー調整や新たな開発は不要と認識しています。 

※DBA （Dynamic Bandwidth Allocation ： 動的帯域割当） 

ONU から OSU への上り帯域を，トラヒック量に応じて動的に割り当てる機能。添付資料⑤を参照ください。 
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質問１７ ソフトバンクのＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ２９）について、「③接続事業者は優先トラヒックを上限値内で送出（上

限値を超えた場合、ポリシング機能により設定帯域量分受信）」とありますところ、収容局ルータに「ポリシング機能」が実装されては

いないと理解している。この点、開発は必要となるのでしょうか（Ｐ７の見積もりでは、振り分け装置は不要とあり、開発要素はないよ

うに見えることとの関係で説明してください）。→ソフトバンク 

 

ソフトバンク 

■ 「NTT 技術ジャーナル 2008 年 10 月号」において、SSE（Subscriber Service Edge）にポリシング機能が具備されている

旨が明記 (添付資料⑥参照)されており、NTT 東西殿の NGN の収容ルータはポリシング機能を有しているものと理解しています。

従って、新たな開発は必要ないと考えます。 

より具体的な議論ができるよう、NTT 東西殿には、実際に採用している機器の機種・メーカ・型番・具備している機能・ファー

ムのバージョン等の情報を開示をして頂きたいと考えます。 

また、回答⑭でもご説明しましたが、接続事業者のエッジルータ出口において予め割り当てられた帯域以上の優先トラヒックを

流さないことで、NTT 東西殿の収容ルータは上限値以上の優先トラヒックを受け取ることは基本的にはありません。すなわち、

NTT 東西殿の収容ルータでのポリシング機能は、何らかの障害等により接続事業者が予め割り当てられた帯域以上の優先トラヒ

ックを流した場合等の万が一の事態に備えて提案しているものとなります。 
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質問１８ ソフトバンクのＧＣ接続類似機能に関する見解（資料１のＰ２９）について、上記⑰に関して「接続事業者は優先トラヒックを設定以

上に流さない」との前提がおかれていることから、もし仮に接続事業者側のネットワークで制限を課すのであれば、その機能と収容ルー

タの間でＮＴＴ・ＳＩＰサーバと収容ルータの間で行われている作業が必要となるのではないでしょうか。→ソフトバンク 

 

ソフトバンク 
■ 弊社共の提案する実現方式は、回答⑭、⑮及び⑰でご説明したとおりです。従って、接続事業者のエッジルータと NTT 東西殿

の収容ルータの間での連携等は必要ありません。 

 

質問１９ 現在行政の場（接続委員会）において（電気通信事業法に基づき）分岐単位接続料設定の適否に関する検討を行っているが、今般、同

時並行的に司法の場において独禁法違反を理由に NTT 東西を提訴した理由を教示願いたい。→ソフトバンク 

   

ソフトバンク 

■ 本訴訟は、ＮＴＴ東西殿が、その支配的な地位を利用して行ってきた行為のうちの、独占禁止法に基づく司法の判断を求めるこ

とが適切と弊社が判断した事項について、独占禁止法で認められている手続きに基づき提訴したものです。 

■ したがって、電気通信事業法に基づき、平成２４年度以降の接続に係るメニューとして分岐単位接続料設定を検討する貴審議会

の議論とは、全く性質を異にするものであり、切り離して整理されるべきものと考えております。 

■ 弊社としては、貴審議会における分岐単位接続料設定の適否に関する検討は、ＮＴＴ東西殿の平成 24 年度の加入光ファイバ接

続料に係る乖離額の補正申請に向けて一定の結論を得る予定と理解しており、引き続き迅速かつ精力的な議論をお願いいたしま

す。 

 

  


